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農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

平
成
27
年
９
月
の
農
業
委
員
会
法
改
正

に
よ
り
、
農
業
委
員
の
選
挙
制
度
が
廃
止

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
選
挙
人
名
簿
登
載
申

請
書
の
提
出
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
51
６
７
４
０

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

█
償
却
資
産
の
申
告

　

市
内
で
事
業
（
農
業
を
含
む
）
を
さ
れ

て
い
る
か
た
は
、
事
業
に
使
用
し
て
い
る

資
産
を
償
却
資
産
と
し
て
申
告
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

対
象　

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

　

で
事
業
に
使
用
し
て
い
る
資
産
の
う

　

ち
、
土
地
、
家
屋
、
自
動
車
、
小
型
特

　

殊
自
動
車
以
外
の
資
産
で

　

取
得
価
額
が
10
万
円
以
上

　

の
も
の

申
告
期
限　

２
月
１
日
㈪
必
着

※
次
の
か
た
は
ご
注
意
を

▼
申
告
の
対
象
と
思
わ
れ
る
か
た
に
は
12

　

月
下
旬
に
申
告
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

▼
所
有
資
産
に
変
更
の
な
い
か
た
も
「
増

　

減
な
し
」
の
申
告
が
必
要
で
す
。

▼
税
理
士
に
依
頼
さ
れ
る
か
た
は
、
お
早

　

め
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
用
紙
の
控
え
は
、
自
分
で
コ
ピ
ー

　

す
る
か
、
申
告
の
際
に
お
申
し
付
け
く

　

だ
さ
い
。

問
家
屋
係
☎
51
６
７
６
９

█
住
宅
用
地
特
例
の
申
告

　

次
の
か
た
は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

平
成
27
年
中
に
住
宅
・
ア
パ
ー
ト

　

な
ど
を
建
て
た
、
ま
た
は
取
り
壊
し
た

　

か
た

申
告
期
限　

２
月
１
日
㈪

問
土
地
係
☎
51
６
７
６
８

番号 不動産の所在 登記地目 面積 売り払い
最低価格

用途指定・
条件など

１ 東三番町85番6、87番1 雑種地 3,076㎡ 非公表 第１種住居地域

問管財課☎51 6707■市有地を売り払います 

▼売り払い方法　一般競争入札　　
▶現場説明会　１月 14 日㈭　午前９時 30 分　※12 日までにお申し込みください。
▶入札参加受付期間・場所　１月 12 日㈫～２月５日㈮（土、日曜日を除く）　　　
　　　　　　　　　　　　　・管財課

▼入札月日・場所　２月 16 日㈫　午前 10 時　市役所新館４階会議室
※入札参加受け付けをしないと入札に参加できません。

十
和
田
市
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
（
案
）

に
対
す
る
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

平
成
28
〜
32
年
度
の
５
年
間
を
計
画
期

間
と
す
る
計
画
案
を
作
成
し
ま
し
た
の

で
、
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
計
画
は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特

別
措
置
法
に
基
づ
き
、
過
疎
地
域
に
指
定

さ
れ
て
い
る
旧
十
和
田
湖
町
地
域
で
行
う

事
業
に
つ
い
て
、
国
か
ら
財
政
的
に
有
利

な
措
置
を
受
け
る
際
の
根
拠
と
な
る
も
の

で
す
。

受
付
期
限　

１
月
15
日
㈮

提
出
方
法　

持
参
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ

　

メ
ー
ル

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
課

　

に
備
え
付
け
の
冊
子
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
政
策
財
政
課
☎
51
６
７
１
０

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
㉔
９
６
１
６

　

メ
ー
ル
ｓ
ｅ
ｉ
ｓ
ａ
ｋ
ｕ
ｚ
ａ
ｉ
ｓ
ｅ

　

ｉ
＠
ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
．
ｔ
ｏ
ｗ
ａ
ｄ
ａ
．
ｌ

　
ｇ
．
ｊ
ｐ

福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

█
臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
は
お
済
み
で

す
か

　

対
象
と
な
る
か
た
で
、

ま
だ
申
請
が
お
済
み
で

な
い
か
た
は
、
お
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

３
月
14
日
㈪

受
付
場
所　

福
祉
係

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

持
参
す
る
物　

①
申
請
書
②
通
帳
③
印
鑑

　

④
本
人
確
認
書
類
（
保
険
証
ま
た
は
運

　

転
免
許
証
な
ど
）

※
対
象
者
全
員
分
の
本
人
確
認
書
類
が
必

　

要
で
す
。

問
専
用
電
話
番
号
☎
51
０
０
９
５

█
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
等

の
更
新
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
等

の
更
新
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
か
た
は
、

平
成
27
年
10
月
１
日
以
降
の
医
療
費
の
助

成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

受
付
場
所　

▼
福
祉
係

持
参
す
る
物　

①
印
鑑
②
健
康
保
険
証
③

　

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
ま
た
は
決
定

　

通
知
書
④
身
体
障
害
者
手
帳
、
愛
護
手

　

帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

問
福
祉
係
☎
51
６
７
１
８


